
 

 

 

預金口座の売買・譲渡は「犯罪」です 
 

 

口座（通帳・キャッシュカード）を売買・譲渡する行為や他人になりすま

して口座を開設する行為は犯罪となります。 

 

口座の売買・譲渡を持ちかけられても、絶対に応じないでください。 

 

口座の売買・譲渡や不正利用が判明した場合は、利用停止や解約等

の措置を取らせていただき、今後一切の取引をお断りさせていただく場合

もございます。 

 

 

空知商工信用組合 
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